
令和元年８月３０日 

 

令和２年度の財政投融資計画要求書 

(機関名：中部国際空港株式会社) 

１．令和２年度の財政投融資計画要求額

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 173 34 139 408.8

うち 国内債 173 34 139 408.8

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

173 34 139 408.8

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和２年度
要   求   額

令和元年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 1,397 1,432 △35 △ 2.4

うち 国内債 1,397 1,432 △35 △ 2.4

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

1,397 1,432 △35 △ 2.4

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和２年度末
残高（見込）

令和元年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 (単位：億円)

289 399 △111

－ 152 △152

－ 3 △3

208 46 162

81 199 △118

令和２年度
要   求   額

令和元年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

(内訳)

借入金償還等

政府保証債償還

建設費

区　　分

一般管理費

 

資金計画 (単位：億円)

289 399 △111

173 34 139

財政融資 － － －

産業投資 － － －

政府保証 173 34 139

116 365 △250

財投機関債 － 148 △148

営業収入等 116 217 △102

自己資金等

区　　分
令和２年度
要   求   額

令和元年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

(財源)
財政投融資

 



 

財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 (機関名：中部国際空港株式会社) 

 
＜官民の役割分担・リスク分担＞ 
１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適切

な役割分担がなされているか。 
 

我が国が世界の中で、とりわけアジアの中で確固たる地位を維持・強化し更なる

発展を遂げるためには、我が国の国際競争力を強化するという戦略の下に国際拠点

空港の整備を進めていく必要がある。中部国際空港は、このような背景を踏まえて

平成１７年２月に開港したものであるが、国が事業主体の株式会社を指定する形態

を取っている。これは、中部国際空港は一定の収支採算性の見込まれるプロジェク

トであり、また、地元においても事業主体となる受け皿の準備が進められていたこ

とから、運輸大臣の指定する法人を空港の設置管理主体とすることとしたものであ

る。 

中部国際空港の整備に際しては短期間に多額の資金を要するとともに、投資回収

に長期間を要する事業であることから、民間の力のみでは成立し得ない国家的プロ

ジェクトであり、民間からの資金調達のみで整備を円滑に進めることは困難であり、

政策的な資金手当が必要な事業である。そのため、国としては、政府保証債の発行

等の支援を行っている。このような中部国際空港の整備プロジェクトは、財政制度

等審議会財政投融資分科会検討結果の「財政投融資を巡る課題と今後の在り方につ

いて」（平成２６年６月）における、平時における公的金融機能としての分類とし

ては、②「民間では担えないリスクの負担」に該当する。 

また、空港の整備に際しては、民間の発想のもと創意工夫をおこなっており、こ

のような民間の取組を尊重しつつ、国として中部国際空港の公共性・公益性を鑑み

て、必要なものに限って政府保証債の借換を要求している。 
 

２．官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支援

を行っているか。 
 

中部国際空港の建設プロジェクトは、初期投資が非常に大きく莫大な資金を短期

間に集中して確実に調達する必要があるとともに、投資回収に長期間を要する事業

であることから、事業を円滑に遂行し得るように政府保証債を組み入れた資金スキ

ームによることとし、平成１０年にその必要性を吟味されスタートしたものである。 

空港建設のため、平成１０年度から平成１５年度にわたり政府保証債を発行して

おり、開港後はその早期償還に努めつつ、必要なものに限って政府保証債の借換を

要求している。 

また、モラルハザードの防止については、「中部国際空港の設置及び管理に関す 



る法律」に基づき、中部国際空港の適切な運営が確保できるよう、必要な措置を講

じている。 

 

＜対象事業の重点化・効率化＞ 
３．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、対

象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 

 

政府保証債の借換であるため、該当なし。 

 

＜財投計画の運用状況等の反映＞ 

４．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を財

政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

 

平成２４年度の財政融資資金本省資金融通先等実地監査において、「中部国際空

港株式会社においては、経費削減等により収益確保に努めており、平成２２年度以

降２期連続で黒字を確保しているが、依然、累積欠損を抱えている。また、旅客数

や全社収入の額等の実績を踏まえると、セントレアグループ中期経営戦略における

業績目標の達成が厳しい状況になっていると認められることから、将来にわたって

財政投融資対象事業としての政策的意義および財務の健全性を維持する観点から、

引き続き、空港利用の促進等により、国際拠点空港としての役割を十分に果たすと

ともに、収益確保の取り組みを強化することを求める。」との指摘を受けたところ。 

対応として、地元と連携した空港利用の促進を図り、平成２５年よりＬＣＣの乗

り入れ・北米・アジアへの貨物便の新規就航が実現した。 

また、平成２７年度には中国・台湾からＬＣＣの新規就航が相次ぎ、路線が充実

したことにより、中華圏からの訪日旅客の取り込みにつながったことで、免税店を

中心とした商業事業についても大幅な売上げ増加となり、平成２７年度の売上高・

当期純利益は過去最高を記録した。 

平成３０年度においても、訪日旅客の増加に伴いＬ／Ｆの改善及び機材の大型化

の動きが出てきており、平成２９年度に記録した商業事業の売上高を更新し、売上

高、経常利益、当期純利益は過去最高を記録した。 

 

（参考：３０年度利用実績） 

  発着回数：国内線 6.3 万回、国際線 4.0 万回、計 10.3 万回 

  旅 客 数：国内線 626 万人、国際線 610 万人、計 1,236 万人 

 

財政投融資（政府保証債）の実行状況について、平成３０年度の運用残額が発生

した理由は、２９年度決算における当期純利益の増加等により発生した自己資金４

２億円を活用し、政府保証債の償還を行ったことから、発行額が減少したことによ

るものである。 

 

 

 

 



 

(参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額) 

           ２８年度   ２９年度   ３０年度 

   運用残額   １４億円   ３８億円   ４２億円 

      運用残率  １５．１％  ４６．３％  １３．７％ 

 
＜その他＞ 
５．上記以外の特記事項 
 
 特になし。 
 

(別紙２)[産業投資を要求する機関] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)「運用残率」は、改定後現額(改定後計画＋前年度繰越)に対する運用残額の割合(％)。 



 

政 府 保 証 に つ い て                 

 (機関名：中部国際空港株式会社) 

 
１．政府保証の考え方 
 

 （１）政府保証国内債 

 

中部国際空港株式会社の政府保証債は、財政制度等審議会財政投融資分科会検討

結果の「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成２６年６月）にお

ける「政府保証に係る４類型の見直し」の分類としては、「財政融資資金からの借

入が出来ない仕組みとなっている機関における政府保証債の発行」であり、かつ、

現在は借換であるものの、発行当初においては、「政策的に必要とされる新たな資

金需要に対応するための政府保証債の発行」であることから、上記の分類のうち、

類型ⅳ②に該当する。 

各項目に対する審査結果は以下のとおりである。 

 

(1) 事業の性格上、中長期の安定的なキャッシュフローが見込まれるものの、投

資の回収に時間を要し、事業期間が長期にわたることから、長期資金の必要性

が認められること。 

 

中部国際空港の建設プロジェクトは、初期投資が非常に大きく莫大な資金

を短期間に集中して確実に調達する必要があるとともに、投資回収に長時間

を要する事業であり、空港運営を行うことで、中長期の安定的なキャッシュ

フローの見込まれる事業である。 

 

(2) 一定の事業リスクを内包した新規事業に対する出融資を行うため、政府保証

の付与がなければ、リスクプレミアムが加味されて資金調達コストが高くな

り、政策目的の達成に多大な支障をきたすこと。 

 

本件要求は、令和元年度に引き続き、令和２年度に償還期限の到来する政

府保証債に対する償還資金の一部に充当することを目的として、政府保証債

の発行（借換）を行うものであるが、仮に政府保証債の発行が行われなかっ

た場合、低利の資金調達が困難となるほか、社債（財投機関債）の円滑な発

行が困難となる恐れもある。 

 

(3) 産業投資対象機関（産投機関）については、産投出資を受ける以外に長期の

債券発行による調達を合理的な範囲で行うことで、財投機関自らが資金需要に



応じて金融市場から機動的に調達して財務レバレッジを拡大できる効果が相

当程度認められること。 

 

中部国際空港株式会社は、産業投資対象機関ではないので、該当しない。 

 

以上のとおり、各審査基準に合致する。 

このため、中部国際空港の運営を円滑に遂行する観点から、政府保証債を発行

（借換）する必要がある。 

 

 

 （２）政府保証外債 

 

該当なし 

 

 （３）政府保証外貨借入金 

 

該当なし 

 

２．必要とする金額の考え方 
 

 （１）政府保証国内債 

 

中部国際空港の経営健全性を保持するためには、政府保証債を含む借入金の年

度償還額合計を極力平準化することが必要であり、かつ、発行済み政府保証債は

供用開始後３０年以内で全額償還することを基本としている。 

各年度に迎える償還額については、会社の営業収支差分を自己資金として償還

財源に充てているが、これで賄えない額１７３億円については、政府保証債の借

換によることとし、令和２年度は１７３億円の政府保証債の発行を要求するもの

である。 

 

 （２）政府保証外債 

 

該当なし 

 

 （３）政府保証外貨借入金 

 

該当なし 

 

 

 

 

 



 

財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 (機関名：中部国際空港株式会社) 

 

１．政策的必要性 

我が国が世界の中で、とりわけアジアの中で確固たる地位を維持・強化し、更な

る発展を遂げるためには、我が国の国際競争力を強化するという戦略の下に国際拠

点空港の整備を進めていく必要があり、中部国際空港の整備事業を着実に推進する

必要がある。 

  中部国際空港の建設プロジェクトは、初期投資が非常に大きく莫大な資金を短期

間に集中して確実に調達する必要があるとともに、投資回収に長期間を要する事業

であることから、事業を円滑に遂行し得るように政府保証債を組み入れた資金スキ

ームによることとし、平成１０年にその必要性を吟味されスタートしたものであ

る。 

  本件要求は、令和元年度に引き続き、令和２年度に償還期限の到来する政府保証

債に対する償還資金の一部に充当することを目的として、政府保証債の発行（借換

）を行うものであるが、仮に政府保証債の発行が行われなかった場合、低利の資金

調達が困難となるほか社債（財投機関債）の円滑な発行が困難となる恐れがある。 

  なお、税制特例措置としては「中部国際空港整備準備金」等の措置を既に行って 

おり、さらに、政策目的達成のための手法としての公的金融機能である政府保証債 

が必要となっている。 

 

２．民業補完性 

中部国際空港の整備プロジェクトは、財政制度等審議会財政投融資分科会検討結

果の「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成２６年６月）におけ

る、平時における公的金融機能としての分類では、②「民間では担えないリスクの

負担」に該当する。空港の整備に際しては、短期間に多額の資金を要するとともに、

投資回収に長期間を要する事業であることから、民間の力のみでは成立し得ない国

家的プロジェクトである。また、民間からの資金調達のみで整備を円滑に進めるこ

とは困難であり、政策的な資金手当が必要な事業である。 

 

３．有効性 

我が国が世界の中で、とりわけアジアの中で確固たる地位を維持・強化し、更な

る発展を遂げるためには、我が国の国際競争力を強化する戦略の下に国際拠点空港

の整備を進めていく必要がある。 

 

中部国際空港は、このような背景を踏まえて平成１７年２月に開港したものであ

るが、我が国の国際拠点空港として世界からのアクセスを柔軟に受け入られるよう



施設の増強を図る一方、これらの投資負担を含め、年度償還額合計を極力平準化し

た償還計画を策定し、この計画に沿い各年度の約定返済のうち政府保証債の一部を

借り換えることで、経営の安定化を図る必要がある。 

本件要求は、令和元年度に引き続き、令和２年度に償還期限の到来する政府保証

債に対する償還資金の一部に充当することを目的として、政府保証債の発行（借換

）を行うものであるが、このことによって、上記のとおり中部国際空港株式会社の

経営の安定化が図られ、空港整備事業の着実な推進が可能となるもので、我が国の

国際競争力の更なる向上が図られるものである。 

 

４．その他 

中部国際空港株式会社は、世界的な景気の低迷やテロ・流行感染症などの影響に

より航空需要が低迷する時期もあったが、積極的な固定経費の削減や航空需要が回

復したことにより、平成２２年度には黒字に転じた。その後も更なるコスト削減や

地域と連携した空港利用促進、訪日外国人旅客の取り込みによる商業事業の収益性

を高める事業構造へ転換した結果、９期連続で黒字を確保することができ、平成２

５年度には累積損失を解消するに至った。 

令和元年度以降においても、引き続き安定した経営により利益確保に努めるとと

もに、投資の厳選を行うことにより、償還の確実性は十分に見込まれると考えてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３０ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 (機関名：中部国際空港株式会社) 

 

１．決算についての総合的な評価 

 

空港事業について、外国人旅客数の増加や新規ＬＣＣの就航などの影響で旅客数

が伸び、国際線を中心に旅客施設使用料が前年を上回ったことにより、空港事業全

体でも前年を上回る売上となった。 

商業事業について、訪日外国人旅客の大幅な伸びを着実に取り込み、平成２９年

度に記録した過去最高の免税店売上を更に上回る売上となった。 

これらの結果、前年度より増収増益となり、売上高、経常利益、当期純利益につ

いて過去最高となった。 

 

２．決算の状況 

 

（１）資産・負債・資本の状況 

 

○資産 

財政法第２８条第１項第７号による提出済み調書内の見込み４,５８０億円に

対し実績が４,５７３億円となったが、これは設備投資の支払が翌期に繰り越され

る一方、期末の現預金が増えたことが主な要因である。 
 

○負債 

財政法第２８条第１項第７号による提出済み調書内の見込み３,５２１億円に

対し実績が３,５１１億円となったが、これは設備投資の支払が翌期に繰り越され

たことによる未払金の減少が主な要因である。 

 

○純資産 

財政法第２８条第１項第７号による提出済み調書内の見込み１，０５９億円に

対し実績額が１,０６２億円となったが、これは、当期純利益が同調書内での見込

みを上回ったことによりその他利益剰余金が増加したことが主な要因である。 
 

（２）費用・収益の状況 

 

○費用 

財政法第２８条第１項第７号による提出済み調書内の見込み５９２億円に対し

実績が５７８億円となったが、これは当初の見込んだ旅客数より少なかったこと

による商業系変動費及び物件費の減少が主な要因である。 

 



○収益 
財政法第２８条第１項第７号による提出済み調書内の見込み６４７億円に対し

実績が６３６億円となったが、これは、当初の見込んだ旅客数より少なかったこ

とに伴う空港事業の売り上げの減少が、主な要因である。 
 

 




